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106－令和６年度森林及び林業の動向 

(森林組合の動向) 
森林組合は、森林組合法に基づく森林所有者の協同組織

で、組合員である森林所有者に対する経営指導、森林施業の
受託、林産物の生産・販売・加工等を行っている。また、森
林経営管理制度の主要な担い手として森林の経営管理の集
積・集約化を推進し労働生産性を高めることや、木材の販売
を強化し収益力を高めることが求められている。これらの取
組を通じて組合員や林業従事者の収益を確保することで、組合員の再造林への意欲を高
め、地域において持続的な林業経営の推進に寄与することが、より一層期待されている。 

令和４年度森林組合統計によると、令和４(2022)年度の組合数は607で、全国の組合員
数は147万人となっている。組合員が所有する森林面積は、私有林面積全体の約３分の２
を占め、また令和２(2020)年の全国における植林、下刈り等の受託面積に占める森林組合
の割合は約５割となっており16、我が国の森林整備の中心的な担い手となっている。ま
た、令和４(2022)年度の素材生産量は670万㎥であり、平成24(2012)年度の411万㎥と比
べると、10年間で大幅に増加している。 

森林組合の総事業取扱高は、令和４(2022)年度には3,007億円、１森林組合当たりでは
４億9,537万円となっており、事業規模も拡大傾向にある(事例Ⅱ－１)。 

一方、総事業取扱高が１億円未満の森林組合も16％存在するなど、経営基盤の強化が必
要な森林組合も存在する(資料Ⅱ－12)。また個々の森林組合の得意とする分野も異なる。 

令和２(2020)年に森林組合法が改正され、
事業、組織の再編等による経営基盤の強化を
図るため、事業譲渡、吸収分割及び新設分割
が連携手法として導入され、合併に限らずそ
れぞれの状況に応じた連携手法の選択が可能
となった。また、販売事業等に関し実践的な
能力を有する理事の配置が義務付けられ、各
組合においては販売担当の役職員等に加え、
地域の林業・木材産業関係者や民間企業など
からも当該理事として配置されている。さら
に、理事の年齢や性別に偏りが生じないよう
配慮する旨の規定が設けられ、現役職員等の
若年層や女性の理事が就任している組合もみ
られる。 

また、森林組合等が生産する原木17を森林組合連合会が取りまとめ、さらに、複数の森
林組合連合会が連携し、大口需要者に販売する協定を結ぶ取組等、森林組合系統内での連
携による経営基盤の強化の取組が進展している。森林組合系統では、おおむね５年に一

16 農林水産省「2020年農林業センサス」 
17 製材・合板等の原材料に供される丸太等。 

森林組合の育成 
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keiei
/kumiai/index.html 

資資料料ⅡⅡ－－1122  総事業取扱高別の森林組
合数及び割合

資料：林野庁「令和４年度森林組合統計」(組替集計)

 

令和 6 年度森林及び林業の動向－107 

度、森林組合系統全体の運動方針を策定しており、令和３(2021)年に策定された運動方針
では、国産材供給量の５割以上を森林組合系統で担うことなどを掲げている。 

(2025年は「国際協同組合年」) 
2025年は、国際連合が定めた国際協同組合年(International Year of Cooperatives：

IYC2025)であり、2012年に続き２回目となる。国際連合は今回のIYC2025を通じて、協
同組合の持続可能な開発目標(SDGs)の実現への貢献に対する認知度の向上や、協同組合
の振興の取組を講ずることを、各国政府や関係機関に対して求めている。 

IYC2025は、「協同組合はよりよい世界を築きます」をテーマとしており、ロゴマーク
では、より良い世界を築くために世界中の人々が互いに結びつく様子を表している。 

我が国では、平成24(2012)年の１回目の国際協同組合年を契機に、異なる協同組合同士
が連携して社会課題の解決に取り組む機運が高まり、平成30(2018)年に、一般社団法人全
国農業協同組合中央会や全国森林組合連合会を始めとする協同組合全国組織等により日本
協同組合連携機構(JCA)が設立された。   

滋賀県内には、８つの森林組合があったが、各森林組合は生産規模が小さく経営の安定
化が困難なため、財政基盤や執行体制が脆弱であった。そのため、令和元(2019)年に滋賀
県森林組合連合会の協力を得ながら「県内森林組合広域合併検討会」を立ち上げ、県内の
森林組合の在り方について議論を重ねた結果、令和６(2024)年６月に、滋賀県内の６つの
森林組合が合併し、新たに「滋賀県森林組合」を設立した。この新たな組合は、組合員の
保有する森林面積が約10万7,500ha(全国第１位)、組合員数が約１万9,000人(全国第２位)
の規模となる。なお、合併に伴い総務・管理部門等の一元化・効率化を進める一方で、合
併前の森林組合を事業所として残しており、組合員へのサービスの維持・向上に努めてい
る。 

今回の合併により財政基盤や執行体制を強化し、ICT等の新技術導入による効率的な施
業の実施や新たな事業展開に取り組むとともに、搬出間伐を中心とした施業体系だけでは
なく、皆伐・再造林により森林の資源循環と木材生産量の増加を促進していく。これによ
り、組合員への収益還元を通じて、琵琶湖の水源林である豊かな森林資源を次世代に引き
継ぐため取り組んでいく。また、県内外の製材工場や県外の集成材・合板等の大規模工場
からの需要に応え、広域化による供給力の強化と併せて、近畿・中部地方の近隣地域との
連携により、県域を越えた原木の安定供給にも取り組み、「森林よし」「組合員よし」「組織
よし」の三方よしの実現を目指していく。 

事例Ⅱ－１ ６つの森林組合が合併し「滋賀県森林組合」を設立 

合併契約調印式 合併後に導入したICTハーベスタ 
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